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１ はじめに 

川島町は、首都圏に位置する地方自治体として、平成２４年１１月３日に町制施行４

０周年となりました。平成２０年３月には、首都圏中央連絡自動車道川島インターチェ

ンジが開通し、川島インター産業団地には、工業・流通系を主体とした企業が進出、ま

た新たな産業団地を開発中であり、活力ある田園都市に生まれ変わっています。 

町ではこれまで「川島町行政改革大綱」を指針として「川島町定員適正化計画」を策

定し、限られた経営資源を有効活用しながら、健全かつ安定的な財政基盤の確立を図り

ながら行政経営に努めてきたところです。 

全国的な課題である少子高齢化は、川島町においても急速な伸びを示しており、財政

状況については、川島インター産業団地による税収が確保される一方、社会保障に係る

経費の増大、地方分権の進展、行政サービスに対する町民ニーズの多様化による需要の

増大、加えて、老朽化した公共施設の改修等にかかる費用の増大も見込まれています。    

また、国立社会保障・人口問題研究所の市町村別将来推計人口において、平成５２（２

０４０）年の本町の人口は、１５，４６０人と減少傾向が顕著となっています。 

こうした厳しい状況の中で、持続可能な町政運営を行うためには、スピード感と実行

力を持って行政改革を進める一方、創意工夫、選択と集中による事業を執行し、町民サ

ービスの向上に努めていくことが必要となります。 

また、人件費の抑制については、引き続き継続していく必要がありますが、単純に職

員数を減らすだけでなく、住民サービスの低下を招かぬよう十分配慮し、再任用職員の

有効活用や、将来的な職員の年齢構成、人材の確保など戦略的な定員管理を行っていく

必要があります。 

これらの状況を踏まえ、今回、「川島町定員適正化計画」の計画期間が平成２９年度

で終了することから、新たに定員適正化計画を策定するものです。 

 

２ これまでの取り組み 

本町の定員適正化計画の取り組みは、５か年を目標期間として策定。 

○平成１４年度から平成１８年度までの計画 

２１１人の職員数から１０人を削減する計画とし、計画終了前の平成１７年度に目

標を達成。 

 ○平成１８年度から平成２２年度までの計画  

前計画の目標を達成したことから、１年前倒しで新たな計画を策定。給与構造改革
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を踏まえ、平成１８年４月１現在の職員数の約５％に相当する１０人を削減する計画

としました。 

団塊の世代の退職もあり、目標を大幅に上回る２０人を削減し、平成２３年度当初

の職員数は１８２人となりました。 

 ○平成２５年度から平成２９年度までの計画 

平成２９年度に１８０人とする計画を策定。計画終了前の平成２８年度に１７８人

となり目標を達成しました。 

 

次の表は、各期間中の実績を示したものです。 

 

                                （単位：人） 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

目標数 211 209 207 201 202 200 195 193 191 190 190 184 184 182 181 180 

職員数 211 208 206 201 202 205 197 192 186 182 182 184 184 183 178  

増減 △2 △3 △2 △5  1 3 △8 △5 △6 △4 0 2 0 △1 △5  

  

計画期間 

計画期間          計画期間 
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  具体的な内容を次に示します。 

 

（１）事務の簡素化・集約化 

事務事業の見直しについては、幼稚園の廃園をはじめ、電算機器の導入に合わせ事

務処理手続きの改善、簡素化、業務の集約化に取り組みました。 

 

（２）民間活力の活用 

民間事業者を効果的に活用し、給食センターや図書館の職員の一部を事業委託とす

ることで人員削減を図りました。 

 

（３）再任用職員、非常勤職員及び臨時職員の活用 

専門的分野や特定の業務のうち、短時間の再任用職員や非常勤職員で対応すること

が可能な業務や、一時的な欠員の補充や臨時的な業務については、再任用職員、臨時

職員などを採用し柔軟な職員採用を行いました。 

 

（４）新たな行政需要への対応 

  事務の簡素化や効率的な電算業務等により生じた人員は、町民生活に直結する部門

に重点的に配置するほか、公約とされた事項や総合振興計画に盛り込まれた事業につ

いて重要度、必要度の高い事業の担当課などへ再配置しました。 

  具体的な取り組みとしては、平成２４年度に組織機構の見直しを行い、子育て支援

課の新設や公営企業における技術職員の採用、事務の権限移譲に伴う職員の配置、小

学校の統合などで、事務職員５名を増員しました。 

 

３ 新計画の概要 

  少子高齢化や人口減少という厳しい課題を抱えつつ、持続可能な町政運営を行うた

めに限られた人材を最大限活用し、町民サービスの更なる向上を図っていくため、平

成２９年度を始期とする定員適正化計画を策定いたします。 

前計画の目標を達成したことから、１年前倒しで新たな計画を策定します。 

（１）計画期間 

  平成２９年度から平成３３年度（５か年） 
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（２）目標数 

  事務事業の見直しなどによる削減、新たな行政需要などに対応するための増員を図

るなかで、職員定数の目標を１７１人とします。また、計画期間中においても、政策・

事業評価の活用、組織改編、事務事業の見直しなどを実施します。 

  なお、職員１人当たりの人口（平成２８年度は１１７．７４人）を基に試算した場

合、人口減が顕著な平成５２年度の職員数は約１３１人となり、さらなる削減も考え

られます。 

  次の表は、各年度４月１日現在の職員定数の目標と人口推計です。 （単位：人） 

年 度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

職員定数 178  175  174  173  172  171  

対前年度増減 △5  △3  △1 △1  △1  △1  

人 口 21,070 20,884 20,699 20,513 20,327 20,117 

  

４ 適正化の内容別の取り組み 

（１）事務事業の見直し・事務事業の終了          △ ７人 

  事務事業については、その効果を検証し、事業の必要性を判断するとともに、実施

にあたっても最小の経費で最大の効果が得られるように実施手法を再検討します。ま

た、事業が終了した場合には、事業実施に要した人員を精査するとともに、年度途中

であっても弾力的な再配置を行い、適正な職員配置となるよう努めます。 

 《具体的な取り組み例》 

・ 子育て支援拠点施設及び庁舎建設事業に伴う事務     △ ２人 

・ 小学校の統合、大規模開発に伴う事務          △ ５人 

 

（２）民間活力の活用                    △ ５人 

  前回の計画に引き続き、民間活力の活用を図ります。 

  民間の高度な専門性や蓄積された知識や技術を活用することにより、町民サービス

水準の向上を図るとともに、行財政運営の効率化、高度化、町民等との連携・協働・

雇用機会の創出と経済活性化、行政経費の削減を目的とし、多様化する町民ニーズに

応える手法として実施します。 

  なお、現業的業務を中心に民間からの派遣職員の配置や業務委託化を実施しており

ましたが、今回の計画では、非現業的業務のアウトソーシング（外部委託）にも取り
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組んでいきます。 

《具体的な取り組み例》 

・ 給食センター業務の委託                △ ５人 

 

（３）再任用職員及び非常勤職員等の活用          △ ７人 

  事務事業の実施体制の検討を行うなかで、窓口業務の充実や迅速化に対応できるよ

う、定例的な業務や特別な資格が必要な専門的分野で、非常勤職員で対応することが

望ましい業務については非常勤職員を活用していきます。また、引き続く大量退職時

代において、これまでの行政経験で培った技術や知識を伝承し、町民サービスの維

持・向上を図るために再任用職員を活用します。 

《具体的な取り組み例》 

 ・ 窓口業務等町民サービス               △ ２人 

 ・ 再任用職員の活用                  △ ５人 

 

（４）新たな行政需要への対応 

  子育て支援施策、高齢者福祉施策の充実、障がい者福祉等への対応など福祉部門を

中心に増員を図るなど新たな行政課題や町民ニーズに対応した人員配置を行います。 

《具体的な取り組み例》 

 ・ 精神障がい相談事業強化に伴う事務           

 ・ 介護保険業務等高齢者福祉事業強化に伴う事務      

 ・ 保育事業充実に伴う事務                

 ・ 道路施設の拡充及び維持管理に伴う事務（技術職員）   

 ・ 農地集積、耕作放棄地解消等業務受託に伴う事務     

 

（５）臨時的業務への対応 

  計画期間中において実施が予定される臨時的な事務事業においては、業務量を厳し

く精査するなかで、事業が円滑に実施できるよう人員配置を行います。 

 ・ 子育て支援拠点の運営に伴う事務           

 ・ 農地利用配分計画作成に伴う事務            

 ・ その他臨時的業務への対応               

 ・ 外部団体への派遣            
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５ 適正化の内容別内訳 

  年度別の内訳は表のとおりです。 

 ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ 計 

（１）事務事業の見直し・事務事業の終了 △ ４ △ ２ △ １ △ １ △ ２ △ １ △ ７ 

（２）民間活力の活用 △ １  △ ５    △ ５ 

（３）再任用職員及び非常勤職員の活用 △ ３ △ ３ △ ２ △ １  △ １ △ ７ 

（４）新たな行政需要への対応  ２ １ ６ １ １  ９ 

（５）臨時的業務への対応 １ １ １   １ ３ 

合  計 △ ５ △ ３ △ １ △ １ △ １ △ １ △ ７ 

 

６ 採用と退職の見込み 

  表は計画期間中の定年退職者等の退職見込数と採用見込者の一覧です。 

  事業実施に必要な職員数を確保するための採用にあたっては、資格、能力のほか、

個人の改革・改善意識に着目した選考を行い、意欲的な人材を確保します。 

                                 （単位：人） 

年 度 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ 

定   年 

勧   奨 

普   通 

退職見込数計 

(退職者の職種) 

事 務 職 

幼稚園教諭 

保 育 士 

技能労務職 

８   

２   

３   

１３   

   

１０   

１   

 

２   

１０   

   

   

１０   

   

１０   

   

   

   

５   

   

   

５   

   

２   

   

３   

   

２   

   

   

２   

   

１   

   

１   

   

５   

   

   

５   

   

３   

   

２   

   

４   

   

   

４   

   

２   

   

１   

１   

４  

   

   

４  

   

３   

   

   

１   

採用見込数計 ９   ６   ４   ２   ３ ３ ３ 
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７ 定員適正化計画による人件費削減見込み 

  定員適正化計画に基づく、職員の削減や給与構造改革の実施に伴い、人件費の大幅

な削減効果が現れており、決算（市町村普通会計決算統計より）では、過去５年間に

５３，６９２千円の削減、また、今後の５年間でも計画的な人員管理を行うことによ

り、５４，５００千円の削減が見込まれます。 

 

  過去５年間の人件費の推移                   （単位：千円） 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

１，３７２，５４９ １，３１５，００３ １，３１８，５２５ １，３３１，０６８ １，３１８，８５７ 

 

  今後５年間の人件費の見込み                  （単位：千円） 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

１，２７９，３１４ １，２３８，６７４ １，２３１，９１４ １，２３８，８３４ １，２２４，８１４ 

 

 

 

資料１ 職員１人当たりの人口数 

《比企管内市町における職員１人当たりの人口の比較》        単位：人 

市町名 
住民基本台帳 

人口※ 

平成２８年度 

職員数 
職員１人当たりの人口 

川 島 町 

東 松 山 市 

滑 川 町 

嵐 山 町 

小 川 町 

吉 見 町 

鳩 山 町 

ときがわ町 

２０，９５７ 

８９，６５６ 

１８，０６８ 

１８，０９４ 

３１，３３４ 

１９，９１９ 

１４，３０６ 

１１，７８０ 

１７８ 

７２０ 

１２６ 

１４３ 

２６５ 

１７１ 

１３９ 

１２９ 

１１７．７４ 

１２４．５２ 

１４３．４０ 

１２６．５３ 

１１８．２４ 

１１６．４９ 

１０２．９２ 

９１．３２ 

※ 平成２８年４月１日現在の住基人口 
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資料２ 人件費比較 

《平成２６年度決算における普通会計の住民１人当たり職員人件費の比企管内市町》 

市町名 
住民基本台帳 

人口（人） 

普通会計 

人件費（千円） 

住民１人当たりの 

人件費（円） 

川 島 町 

東 松 山 市 

滑 川 町 

嵐 山 町 

小 川 町 

吉 見 町 

鳩 山 町 

ときがわ町 

２１，４０８ 

８９，４８９ 

１７，６１６ 

１８，２８６ 

３２，５０５ 

２０，６３４ 

１４，６４３ 

１２，２０５ 

１，３３１，０６８ 

４，２５９，６６９ 

９４２，１６８ 

１，１４３，８４８ 

２，０６０，７００ 

１，２７３，０２５ 

１，０８３，２１９ 

１，０９１，８５４ 

６２，１７６．２ 

４７，５９９．９ 

５３，４８３．７ 

６２，５５３．２ 

６３，３９６．４ 

６１，６９５．５ 

７３，９７５．２ 

８９，４５９．６ 

出典：平成２６年度市町村普通会計決算統計より 

（※ 普通会計とは、各自治体間の財政比較などをするために統一的に用いられる会計

区分のこと。） 

 

資料３ ラスパイレス指数比較 

《平成２７年地方公共団体給与実態調査におけるラスパイレス指数の比較》 

 平成２７年 ※ ラスパイレス指数とは、地方

公共団体の一般行政職の給料額と

国の行政職俸給表（一）の適用職

員の俸給額とを、学歴別、経験年

数別にラスパイレス方式により対

比させて比較し算出したもので、

国を１００とした場合の各自治体

の給与水準を示したもの。 

 

団体名 ラスパイレス指数 県内順位 

川 島 町 ９８．０ ３９ 

埼 玉 県 １００．７ ― 

川 越 市 １０２．１ ７ 

東 松 山 市 ９９．２ ２７ 

滑 川 町 １０２．０ ９ 

嵐 山 町 ９９．８ ２３ 

小 川 町 １０１．１ １５ 

吉 見 町 １００．９ １７ 

鳩 山 町 ９５．６ ５５ 

ときがわ町 ９８．７ ３３ 
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資料４ 定員適正化計画の位置づけ 

《第５次川島町総合振興計画における定員適正化計画の位置づけ》 

 第７章 町民に開かれた計画的なまちづくり 

 （施策の基本方針） 

  組織機構の簡素化や人事管理の適正化をはじめ、民間活力の利用や町民との協動の

推進、管理経費の節減を進め、計画的かつ効率的な行政運営を推進します。 

 

《行政改革大綱における定員適正化計画の位置づけ》 

 １ 行政の組織・機構の見直しと定員管理の適正化 

  住民にとってわかりやすく、質の高い行政サービスを提供するため、より機能的な

組織となるよう見直しを図ります。 

  また、事務事業や事務分担などを見直し、事務事業量に応じた人員を中期的な展望

のもと確保し、効果的な適正配置を毎年度行います。これにより、時間外勤務の抑制

を図ります。 

 ２ 職員の意識改革 

   川島町職員の人材育成基本方針に基づき、政策形成能力の向上、接遇の向上、民

間経営感覚の導入 など 

 ３ 組織･機構の最適化 

   組織の簡素化・フラット化、横断的組織の構築、執行機関の機能強化・活性化等 

 ４ 定員管理・給与等の適正化 

   定員適正化計画による適正な人員配置を行う 

 ５ 町民協働の推進・民間活力の導入 

   官民の役割分担、民営化・民間委託の積極的活用、町民・ＮＰＯ・企業等の地域

活力の行政活動への参画など 

 ６ 事務事業の再編・整理・統合・廃止 

   事業の見直し・廃止、市民満足度の向上、身近なサービス提供、町民の利便性・

事務効率化に向けたクラウドシステムの活用など 
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 〒３５０－０１９２ 

 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林８７０番地１ 

 川島町役場 総務課庶務・人権グループ 

 ＴＥＬ ０４９－２９９－１７５３ 

 ＦＡＸ ０４９－２９７－６０５８ 

 E-Mail soumu@town.kawajima.saitama.jp 


